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2026 年 1 月 9 日 

2026 年 3 月 23 日変更 

※前回からの変更箇所については下線を引いております。 

 

各 位 

 

東京都日野市日野台三丁目１番地１ 

日野自動車株式会社        

代表取締役 小木曽 聡      

 

東京都羽村市緑ヶ丘三丁目１番地１ 

トヨタ自動車羽村株式会社     

代表取締役 青木 是篤      

 

 

吸収分割に係る事前開示書面 

（吸収分割会社／会社法第 782 条第１項及び会社法施行規則第 183 条に基づく開示事項） 

（吸収分割承継会社／会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 192 条に基づく開示事項） 

 

 

日野自動車株式会社（以下「日野自動車」といいます。）及びトヨタ自動車羽村株式会社（以下「ト

ヨタ自動車羽村」といいます。）は、2025 年 11 月 27日付で日野自動車を吸収分割会社、トヨタ自動車

羽村を吸収分割承継会社とする吸収分割契約（以下「本吸収分割契約」といいます。）を締結し、効力

発生日を 2026 年 4 月 1 日として、日野自動車の羽村工場で行われる自動車製造事業、自動車部品製造

事業及び工機保全事業（但し、羽村工場に所在のテストコースにおける開発事業及びお客様テクニカ

ルセンターに係る事業並びに第 6 工場における KD 業務、補給部品の梱包及び出荷等の業務に係る事業

を除く。）に関して有する権利義務をトヨタ自動車羽村に承継させること（以下「本吸収分割」といい

ます。）といたしましたので、会社法の規定に基づき、下記のとおり開示いたします。 

 

記 

 

１．吸収分割契約の内容 

   別紙（１）のとおりです。その後、日野自動車及びトヨタ自動車羽村は、本吸収分割契約を変更

するため、別紙（１）－２の吸収分割契約に関する変更覚書を 2026 年 3 月 17 日付で締結してい

ます。 



    なお、本吸収分割は、日野自動車において会社法第 784 条第 2 項に定める簡易吸収分割、トヨ

タ自動車羽村においては会社法第 796 条第 1 項に定める略式吸収分割となります。 

２．分割対価の定めの相当性に関する事項 

    トヨタ自動車羽村は、日野自動車の完全子会社であるため、本吸収分割に際し、分割対価の交

付はありません。 

３．吸収分割承継会社の株式を吸収分割会社の株主に交付する旨の決議に関する事項 

   該当事項はありません。 

４．吸収分割会社の新株予約権者に対して交付する新株予約権の定めの相当性に関する事項 

   該当事項はありません。 

５．吸収分割会社についての事項    

（１） 最終事業年度に係る計算書類等 

日野自動車は、有価証券報告書及び半期報告書を関東財務局に提出しております。最終

事業年度に係る計算書類等については、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示

書類に関する電子開示システム（EDINET）」又は日野自動車の下記 Web サイトよりご覧い

ただけます。 

https://www.hino.co.jp/corp/for_investors/financial_statements.html 

（２） 臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

（３） 最終事業年度後に生じた重要な後発事象 

（第三者割当増資の実施の決定） 

日野自動車は、2025 年 6 月 10 日開催の取締役会において、日野自動車からトヨタ自

動車株式会社（以下「トヨタ」といいます。）に対する、日野自動車の普通株式及びＡ種

種類株式の第三者割当の方法による発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）の実

施及びトヨタとの間で株式引受契約を締結することを決議し、同日付で株式引受契約を

締結いたしました。本第三者割当増資及び当該株式引受契約の詳細につきましては、日

野自動車が 2025 年 6 月 10 日付で公表した「第三者割当による普通株式及び A 種種類株

式の発行に関するお知らせ」及び 2026 年 3 月 2 日に公表した「（開示事項の経過）第三

者割当による普通株式及び A 種種類株式の発行に関する払込予定日のお知らせ」もご参

照ください。本第三者割当増資の払込は 2026 年 3 月 27 日を予定しております。 

（羽村工場のトヨタへの移管） 

日野自動車は、2025 年 6 月 10 日開催の取締役会において、日野自動車の羽村工場を

トヨタに移管することを決議し、2025 年 11 月 27 日付で当該移管に係る本吸収分割契約

を締結いたしました。また、日野自動車及びトヨタ自動車羽村は、本吸収分割契約を変

更するため、別紙（１）－２の吸収分割契約に関する変更覚書を 2026 年 3 月 17 日付で

締結しています。当該移管の詳細につきましては、日野自動車が 2025 年 6 月 10 日付で

公表した「羽村工場のトヨタ自動車株式会社への移管に関する契約締結のお知らせ」、

https://www.hino.co.jp/corp/for_investors/financial_statements.html


2025 年 8 月 21 日付で公表した「（開示事項の経過）羽村工場のトヨタ自動車株式会社へ

の移管に伴う準備会社の設立（子会社の異動）のお知らせ」及び 2025 年 11 月 27 日付で

公表した「（開示事項の経過）羽村工場のトヨタ自動車株式会社への移管に伴う会社分割

（簡易吸収分割）契約締結のお知らせ」もご参照ください。 

（株式交換契約の締結） 

日野自動車は、2025 年 10月 20 日開催の取締役会において、三菱ふそうトラック・バ

ス株式会社との経営統合の一環として、経営統合後の商号を ARCHION 株式会社とする、

日野自動車と三菱ふそうトラック・バス株式会社両社統合の持株会社との間で株式交換

契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結することを決議し、同日付で本株式

交換契約を締結いたしました。本株式交換契約の概要は、日野自動車が 2025 年 6 月 10

日付で公表した「当社及び三菱ふそうトラック・バス株式会社の経営統合に係る経営統

合契約の締結に関するお知らせ」及び 2025 年 10 月 20 日付で公表した「（開示事項の経

過）当社及び三菱ふそうトラック・バス株式会社の経営統合に係る株式交換契約の締結

に関するお知らせ」もご参照ください。 

（連結子会社の経営権移管等） 

日野自動車は、2025 年 12月 18 日開催の取締役会において、①日野自動車の連結子会

社である東北海道日野自動車株式会社、北海道日野自動車株式会社、宮城日野自動車株

式会社、福島日野自動車株式会社及び南関東日野自動車株式会社の株式の一部（それぞ

れの発行済株式総数の 80.0％）を、和泰汽車股份有限公司（英文表記：HO TAI MOTOR CO., 

LTD.）に譲渡して経営権を移管すること、並びに、②日野自動車の連結子会社である静

岡日野自動車株式会社の株式の一部（発行済株式総数の 88.5％）を、愛知日野自動車株

式会社に譲渡して経営権を移管することを決議し、同日付で和泰汽車股份有限公司及び

愛知日野自動車株式会社それぞれとの間で株式譲渡契約を締結いたしました。当該経営

権移管等の詳細につきましては、日野自動車が 2025 年 12 月 18 日付で公表した「和泰汽

車股份有限公司（HO TAI MOTOR CO., LTD.）及び愛知日野自動車株式会社への経営権移

管に伴う連結子会社の異動並びに特別利益（関係会社株式売却益）の計上に関するお知

らせ」もご参照ください。 

（持分法適用関連会社の異動） 

日野自動車は、2025 年 12月 19 日付の取締役会決議において、スパークス・グループ

株式会社が無限責任組合員を務める日本モノづくり未来投資事業有限責任組合が発行済

株式の全てを所有する ARTS-4 株式会社（以下「公開買付者」）との間で、公開買付者に

よる日野自動車の持分法適用関連会社である澤藤電機株式会社（以下「澤藤電機」）に対

する公開買付け（以下「本公開買付け」）に対し応募しない旨を定めた二者間契約書を、

また、公開買付者及び澤藤電機との間で、本公開買付けの成立を条件とする澤藤電機の

株主を日野自動車及び公開買付者のみとするための澤藤電機の普通株式（以下「澤藤電

機株式」）の併合及び澤藤電機の自己株式取得による日野自動車が所有する全ての澤藤電



機株式の譲渡を通じた公開買付者による澤藤電機の完全子会社化取引（以下「本取引」）

を実施する旨を定めた三者間契約書を承認の上、締結しました。本取引により、澤藤電

機は日野自動車の持分法適用関連会社から外れる予定です。詳細につきましては、日野

自動車が 2025 年 12 月 19日付で公表した「持分法適用関連会社の異動（株式譲渡）に関

するお知らせ」もご参照ください。 

（ニュージーランドの集団訴訟） 

日野自動車は、2025 年 3 月 31 日に開示した「ニュージーランドにおける当社に対す

る訴訟の提起に関するお知らせ」に記載のニュージーランドの集団訴訟（以下「本件訴

訟」といいます。）について、本件訴訟が長期化することによる日野自動車の今後の経営

に与える影響等を総合的に考慮し、本件訴訟を全て終結させることとし、2025 年 12 月

25 日開催の取締役会において、原告団との間の和解契約を承認しました。詳細につきま

しては、日野自動車が 2025 年 12 月 25 日付で公表した「ニュージーランドにおける当社

に対する訴訟の和解及び特別損失の計上に関するお知らせ」もご参照ください。 

（和泰汽車股份有限公司の持分の売却） 

日野自動車は、2026 年 1 月 16 日開催の取締役会において、日野自動車が保有する和

泰汽車股份有限公司（英文表記：HO TAI MOTOR CO., LTD.）の持分の全部をトヨタに売

却することに係るトヨタとの間の持分譲渡契約の締結を決議の上で、同日付で当該持分

譲渡契約を締結し、同年 2 月 26 日付で和泰汽車股份有限公司の持分の全部をトヨタに

売却いたしました。当該持分の売却の詳細につきましては、日野自動車が 2026 年 1 月

16 日付で公表した「和泰汽車股份有限公司（HO TAI MOTOR CO., LTD.）の持分の売却に

伴う特別利益（投資有価証券売却益）の計上に関するお知らせ」もご参照ください。 

（自己株式の消却） 

日野自動車は、2026 年 2 月 27 日開催の取締役会において、ARCHION 株式会社が日野自

動車の発行済株式の全部を取得する時点の直前時において日野自動車が保有する自己株

式の全部を消却することを決議いたしました。詳細につきましては、日野自動車が 2026

年 2 月 27 日付で公表した「自己株式の消却に関するお知らせ」もご参照ください。 

６．吸収分割承継会社についての事項     

（１） 会社の成立の日における貸借対照表 

別紙（２）のとおりです。 

（２） 臨時計算書類等の内容   

該当事項はありません。 

（３） 会社の成立の日後に生じた重要な後発事象 

該当事項はありません。 

７．吸収分割会社及び吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに関する事項 

    日野自動車及びトヨタ自動車羽村は、本吸収分割により日野自動車がトヨタ自動車羽村に承継

させる予定の資産及び負債の額等を考慮し、本吸収分割後に予想される日野自動車及びトヨタ自



動車羽村の資産及び負債の額並びに収益状況及びキャッシュフロー等について検討した結果、そ

の債務の履行に支障を及ぼすような事態は予想されず、本吸収分割後の日野自動車及びトヨタ自

動車羽村の負担すべき債務につき、履行の見込みがあるものと判断しております。 

８．事前開示開始日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 

変更がありましたら、ただちに開示いたします。 

 

以 上 

  



別紙（１） 

吸収分割契約の内容 

 

[添付のとおり]  















別紙（１）－２ 

吸収分割契約に関する変更覚書 

 

［添付のとおり］ 
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関連する契約については、承継対象事業に関連する部分に限る。以下、併せて「契

約等」という。）並びにこれらに係る甲の権利義務及び契約上の地位（本吸収分割

効力発生日以後に納品される建物、構築物、機械装置、運搬具、金工具、器具又は

備品設備に関する発注に係る契約に基づくものを除く。）。 

但し、以下 5 の雇用契約等、承継対象事業に関する調達、製造受委託、販売又は物

流関連の契約等は、承継対象の契約等から除外する。 

上記にかかわらず、(i)本吸収分割効力発生日までに発注した部品であって、本吸収

分割効力発生日までに甲に所有権が移転していないものについて、検収完了や引渡

し等の一定の条件の充足により当該動産の所有権を取得する甲の地位（潜在的な契

約上の責任を追及する権利その他当該動産に関する契約上の一切の権利等を含む。）

及び(ii)一部の承継対象事業に関する製造受委託の契約等については、承継対象の

契約等に含む。 

（後略） 

 

（変更後） 

第 4 条 （権利義務の承継） 
1. 乙が本吸収分割により甲から承継する権利義務（以下「承継対象権利義務」と

いう。）は、別紙の「承継対象権利義務明細表」のとおりとする。 

2. 本吸収分割による甲から乙への債務の承継は、免責的債務引受けの方法によ

るものとする。但し、本吸収分割効力発生日以後に納品される構築物、機械装

置、運搬具、金工具、器具又は備品設備に関する発注に係る契約に基づく債務

の承継は、併存的債務引受けの方法によるものとする。 

3. 本契約において明示的に本吸収分割による承継の対象として定める債務のほ

か、本吸収分割においては甲のいかなる債務（潜在債務、偶発債務、簿外債務

を含む。）も承継しない。 

 

別紙 承継対象権利義務明細表 
1 資産 

（中略） 

C. 基準時において甲が羽村工場第 6 工場における KD 業務、補給部品の梱包及

び出荷等の業務に係る事業に関して有する土地、建物及び建設仮勘定（建設中

の建物を含む。）、設備及び装置等、機動車及びその保守用品等、KD 部品及びそ

の構成品等並びに補給部品及びその構成品等 

 

D. 基準時において甲が有する資産のうち、甲及び乙が別途合意する資産 

（中略） 
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4 契約等（雇用契約等を除く。） 
基準時において甲が承継対象事業に関して有する有効な売買契約、業務委託契約、

賃貸借契約、共同研究開発契約、ライセンス契約、回線契約、割賦契約その他承継

対象事業に関する一切の契約、合意及び覚書（但し、承継対象事業以外の事業にも

関連する契約については、承継対象事業に関連する部分に限る。以下、併せて「契

約等」という。）並びにこれらに係る甲の権利義務及び契約上の地位。 

但し、以下 5 の雇用契約等、承継対象事業に関する調達、製造受委託、販売又は物

流関連の契約等は、承継対象の契約等から除外する。 

上記にかかわらず、(i)本吸収分割効力発生日までに発注した部品であって、本吸収

分割効力発生日までに甲に所有権が移転していないものについて、検収完了や引渡

し等の一定の条件の充足により当該動産の所有権を取得する甲の地位（潜在的な契

約上の責任を追及する権利その他当該動産に関する契約上の一切の権利等を含

む。）、(ii)本吸収分割効力発生日以後に納品される構築物、機械装置、運搬具、金工

具、器具又は備品設備に関する発注に係る契約であって甲及び乙が別途合意するも

の、及び(iii)一部の承継対象事業に関する製造受委託の契約等については、承継対

象の契約等に含む（但し、いずれも承継対象事業以外の事業にも関連する契約につ

いては、承継対象事業に関連する部分に限る。）。 

（後略） 

 

第 3 条（原契約の規定等） 

1. 本覚書は、原契約を更改するものでない。 

2. 本覚書第 2 条に規定されるものを除き、原契約の条項は、本覚書の締結後も、引き続

き完全な効力を有するものとする。 

3. 本覚書に基づき変更される事項は、本覚書締結日以降の事象について適用し、本覚書

締結日より前に生じた事象については、本覚書による変更前の原契約の内容に従って

解釈される。 

 

第 4 条（誠実協議等） 

本覚書に定めのない事項又は本覚書に定める各条項に疑義が生じた場合、その他本吸収分

割に関し必要な事項については、原契約及び本覚書の趣旨に基づき甲乙協議の上、合意によ

りこれを決定する。 

 

[以下余白] 









別紙（２） 

トヨタ自動車羽村の成立の日における貸借対照表 

 

トヨタ自動車羽村株式会社設立時貸借対照表 

(単位：円) 

科目 金額 科目 金額 

資産の部  負債の部  

流動資産 1 流動負債 - 

現金 1   

固定資産 
 

- 固定負債 - 

  負債合計 - 

  純資産の部  

  株主資本 1 

  資本金 1 

  資本剰余金 - 

  利益剰余金 - 

  純資産 1 

資産合計 1 負債・純資産合計 1 

 

 


